
当期計画の実績把握と分析、評価

地域ケア会議を活用した地域課題の
把握、社会資源の活用

地域医療構想の実現（病床の機能の分化及び連
携）に伴い生じる介護ニーズ対応

介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールイメージ

介護サービスの
給付状況の把握

事業者参入意向調査

次期介護保険事業計画策定

将来推計人口
認定率の伸び
利用率の伸び

介護サービス提供能力調査

介護サービス利用意向調査

自然体推計

計画策定のための調査手法

市町村計画作成委員会において検討

基
礎
調
査
・地
域
ケ
ア
会
議
・

地
域
間
比
較

関
係
者
と
の
議
論
を

踏
ま
え
た
計
画
の
策
定

サービス提供体制を検討するための

各種実態調査の実施

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

どのような保険料水
準でどのようなサー
ビス水準を目指すの
かの判断と合意形
成、認識の共有

将来推計（素案）

地域ケア会議 反映

自然体推計の算出

他地域や全国の給付状況、
サービスのバランス等との比較

反映

現状分析
機能

将来推計
機能

施

策

反

映
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在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介
護人材実態調査、要介護認定データ分析

反映地域支援事業等の利用実績 反映
都道府県や市町村の医療・介護担当者等の

関係者による協議の場

反映

反映

在宅介護実態調査

集計・分析
ツール

特養入所待機者の解消に向けた対応

特別養護老人ホーム入所申込者の状況反映

「見える化」
システム

調査結果等
の施策反映
例の提示

計画の手引き

《作成プロセス》 《支援ツール》

738671
テキストボックス
令和７年度第３回運協
資料２－２



第117条第５項 市町村は、第２項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情
を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

第二‐一‐２ｰ（三）調査の実施
市町村は、被保険者のサービスの利用に関する意向等を把握するとともに、自らが定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事

情等、要介護者等の実態に関する調査（以下「各種調査等」という。）の実施に努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を活用
することが重要である。

また、要介護状態等にある家族を介護するため離職すること（以下「介護離職」という。）を防止する観点から、働きながら介護に取り組む家族等や、今後の仕事と
介護の両立に不安や悩みを持つ就業者の実情等の把握に努めるなど調査方法等の工夫を図ることが重要である。

～中略～
さらに、これらの調査により定量的に把握された心身の状況が低下した被保険者の状況や働きながら介護に取り組む家族の状況等を参考として、生活支援サービ
スや介護予防事業の充実等の取組、介護離職の防止を含む家族等への支援の観点を踏まえた介護サービスの整備や、介護離職防止の観点から労働担当部局と
連携した職場環境の改善に関する普及啓発等の取組を市町村介護保険事業計画に定めるとともに、それらの取組を勘案して要介護者等の人数やサービス量の見
込みを定めることが望ましい。

介護保険法（平成９年法律第123号）（抄）

９期の基本指針（令和６年１月19日厚生労働省告示第18号）（抄）
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第10期介護保険事業（支援）計画に向けた調査の実施

介護保険法(第117条第５項)において市町村は、日常生活圏域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事
情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めることとされている。
＜実施いただきたい調査＞

 ○ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査については、地域の要支援者・総合事業対象者・一般高齢者の地域課題を把握するために
重要であり、実施していただきたい。（基本指針参照）

 ○ 在宅介護実態調査については、介護離職を防止する観点から、「高齢者の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」
の実現に向けた介護サービスの在り方を検討することを目的として、主に在宅で要介護認定を受けている者を対象とした調査である。
計画の作成にあたり関係者と議論する際の材料として有用であり実施していただきたい。（基本指針参照）

＜実施を検討いただきたい調査＞
 ○ その他のサービス提供体制を検討するための各種実態把握調査（在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査）に
ついては、調査の実施・分析に必要となる体制の確保に留意しつつ、実施を検討いただきたい。
在宅生活の継続という観点からのビジョンを設定・検討されている市町村は、本調査が、住み慣れた地域での生活を支えるうえで

有効な定期巡回・小多機・看多機等の地域密着型サービスのニーズの把握につながる観点を踏まえて検討いただきたい。

＜留意点＞
○ 保険者機能強化推進交付金の令和８年度指標では、留意点で「当該地域の特徴の把握にあたり、必要に応じて、①介護予防・日常
生活支援ニーズ調査、②在宅介護実態調査、③その他各種実態調査（在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査
等）を実施することが重要である。」と予定している。
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Ⅲ 「調査や分析ツールの活用」により、把握できる地域の実態とは？

Ｑ２ 現在、自宅等にお住まいで、生活の維持が難しくなっている人はどの程度いるの？

【集計・分析する設問】

【わかること】

□ 在宅生活改善調査 利用者票への回答人数

□ 現在、自宅等にお住まいの方で、「現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている人」の人数（粗推計）

図 現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者

手引き
P.26

現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者

8（注）「粗推計」は、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者数に回収率の逆数を乗じて簡易的に算出しています。

自宅・サ高住・住宅型有料・軽費老人ホームに
居住する利用者のうち、生活の維持が難しくなっている割合

全国全体で、在宅での生活の維持が
難しくなっている利用者数

5.4%

12,295人
7,403人
4,763人

合計

粗推計 回答実数

（要介護2以下）

（要介護3以上）

9,491人
5,715人

3,677人

現在の利用者の状況

81.7% 4.9%

0.5%

12.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=174517)

自宅等に居住／生活上の問題はない
自宅等に居住／生活の維持が難しい
サ高住・住宅型有料・軽費老人ホームに居住／生活の維持が難しい
サ高住・住宅型有料・軽費老人ホームに居住／生活上の問題はない

(n=174,517)
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Ⅲ 「調査や分析ツールの活用」により、把握できる地域の実態とは？

Ｑ５ 自宅等で、現在の生活の維持が難しくなっている人たちに、必要なサービスは何か？

【集計・分析する設問】

【わかること】

□ 在宅生活改善調査 利用者票 問3-1～問3-3

□ 自宅等で、現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている人たちの、「生活改善に必要なサービス（潜在的な需要）」（粗推計）

図 「生活の維持が難しくなっている人」の生活の改善に必要なサービス変更

手引き
P.32

「生活の維持が難しくなっている人」の生活の改善に必要なサービス変更

（注3）「非緊急」には、緊急度について「入所が望ましいが、しばらくは他のサービスでも大丈夫」「その他」と答えた方と無回答の方を含めています。
（注4）上記に示す人数は、「回答実数」であり、回収率の逆数を乗じて簡易的に算出した「粗推計」されたものではありません。

より適切な在宅サービス

より適切な住まい・施設等

より適切な在宅サービス
or住まい・施設等

上記では改善は困難

特養のみ

特養or
その他の施設等

その他の施設等

緊急

改善できるサービス 入所・入居の緊急性、特養への申し込みの状況など

そ
の
他
施
設
等
の
待
機
者

特
養
待
機
者

在
宅
サ
ー
ビ
ス
待
機
者

在宅生活者

在
宅
生
活
者
数

174,517人

在
宅
生
活
の
維
持
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
人

そ
の
他

165,288人

9,229人

100.0%

4,674人

2,459人

1,258人

838人

1,092人

1,068人

2,514人

非緊急

362人

730人

緊急

非緊急

347人

721人

緊急

非緊急

654人

1,860人

３サービス

その他在宅

1,269人

1,190人

３サービス

その他在宅

649人

609人

1,092人

11.8%

3,582人

38.8%

3,717人

40.3%

（注1）「より適切な在宅サービスor住まい・施設等」については、選択された在宅サービスで「住まい・施設等」を代替できるとして、「在宅サービス待機者」に分類しています。

（注2）「生活の維持が難しくなっている人」の合計9542人のうち、上記の分類が可能な9229人について分類しています（分類不能な場合は「その他」に算入しています）。割合（%）は、9229人を分母として算出したものです。

現在の利用者の状況

※ここでの「待機者」には、施設等
の入所・入居者や医療機関の入
院患者の分は含まれていないが、
調査方法によりサ高住・住宅型
有料は含まれる場合がある点に
注意。

施設等の入所経路の把握につい
ては居所変更実態調査が有効。
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68.7%

53.6%

50.1%

15.6%

26.2%

30.3%

15.7%

20.3%

19.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問系のみ

(n=2,783)

訪問系を含む組み

合わせ(n=4,984)

通所系・短期系のみ

(n=6,456)

検討していない 検討中 申請済み

26.4%

21.3%

25.2%

18.0%

9.3%

12.1%

25.2%

27.8%

27.9%

30.5%

41.7%

35.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

検討していない

(n=10,606)

検討中

(n=4,690)

申請済み

(n=3,621)

未利用 訪問系のみ 訪問系を含む組み合わせ 通所系・短期系のみ

【集計・分析する設問】

【わかること】

□ 在宅介護実態調査 A票-問10、要介護認定データ（サービス利用の状況）

□ サービス利用の組み合わせと、施設等の検討状況の関係

Ⅲ 「調査や分析ツールの活用」により、把握できる地域の実態とは？

Ｑ７ 在宅生活の継続が可能と考えている人は、どのようなサービス利用をしているの？

手引き
P.37

図表 サービスの利用の組み合わせと施設等検討の状況（要介護３以上）

訪問系を利用する方は、
施設等を「検討・申請」
している割合が低い
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Ⅲ 「調査や分析ツールの活用」により、把握できる地域の実態とは？

Ｑ10 過去１年間に、施設等から退所・退居した人について、居所変更をした人と
         死亡した人の割合は、それぞれどの程度？また、居所変更した人の行先はどこ?

【集計・分析する設問】

【わかること】

□ 居所変更実態調査 問2-2)、問6、問9

□ 居所別の入所・入居前にいた居場所の構成、居所別の退所・退居した人の居所変更と死亡の割合、居所別の居所変更した人の行先の構成

図 過去１年間の施設等の入居・入所及び退居・退所の流れ

手引き
P.44

過去1年間の住宅型有料老人ホームの入居及び退居の流れ

【住宅型有料】

新規入居 退居

4,494人 2,084人(50.2%)389施設

11,604室
4,150人

居所変更

2,066人(49.8%)

死亡
合計市区町村外市区町村内入居前

2,321人702人1,619人
自宅

51.6%15.6%36.0%
197人65人132人

住宅型有料
4.4%1.4%2.9%
40人4人36人

軽費
0.9%0.1%0.8%
61人20人41人

サ高住
1.4%0.4%0.9%
48人10人38人

GH
1.1%0.2%0.8%
21人9人12人

特定
0.5%0.2%0.3%
9人2人7人

地密特定
0.2%0.0%0.2%
238人75人163人

老健
5.3%1.7%3.6%
103人30人73人

介護医療院
2.3%0.7%1.6%
75人51人24人

特養
1.7%1.1%0.5%
20人9人11人

地密特養
0.4%0.2%0.2%
1,239人412人827人

その他
27.6%9.2%18.4%
122人

把握していない
2.7%
4,494人1,389人2,983人

合計
100.0%30.9%66.4%

合計市区町村外市区町村内変更後

232人66人166人
自宅

11.1%3.2%8.0%
348人137人211人

住宅型有料
16.7%6.6%10.1%
21人2人19人

軽費
1.0%0.1%0.9%
55人16人39人

サ高住
2.6%0.8%1.9%
69人24人45人

GH
3.3%1.2%2.2%
41人15人26人

特定
2.0%0.7%1.2%
12人3人9人

地密特定
0.6%0.1%0.4%
152人44人108人

老健
7.3%2.1%5.2%
110人36人74人

介護医療院
5.3%1.7%3.6%
553人77人476人その他の

医療機関 26.5%3.7%22.8%
273人82人191人

特養
13.1%3.9%9.2%
10人1人9人

地密特養
0.5%0.0%0.4%
124人32人92人

その他
6.0%1.5%4.4%
84人

把握していない
4.0%
2,084人535人1,465人

合計
100.0%25.7%70.3%
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Ⅲ 「調査や分析ツールの活用」により、把握できる地域の実態とは？

Ｑ20 サービス系統別の、介護職員の性別・雇用形態別の年齢構成は？

【集計・分析する設問】

【わかること】

□ 介護人材実態調査 職員票 問1、問2、問3-1)～3)

□ 介護職員の性別・雇用形態別（正規・非正規）の年齢構成

図 性別・年齢別の雇用形態の構成比（訪問系） 図 性別・年齢別の雇用形態の構成比（施設・居住系）

訪問系 施設・居住系

手引き
P.56

性別・年齢別の雇用形態の構成比（訪問系、n=9916）

7（注）分母には年齢・雇用形態不詳の方を含めて割合を算出しています。

0.0%

1.6%

3.7%

4.2%

2.9%

2.0%

0.8%

0.0%

1.3%

3.2%

3.7%

2.4%

1.3%

0.3%

0.2%

3.5%

7.4%

16.3%

23.0%

20.8%

12.0%

0.1%

2.6%

4.7%

9.9%

13.7%

7.1%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40%

0%10%20%30%40%

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性（常勤職員） 男性（計） 女性（常勤職員） 女性（計）

性別・年齢別の雇用形態の構成比（施設・居住系、n=28982）

（注）分母には年齢・雇用形態不詳の方を含めて割合を算出しています。

0.3%

4.7%

7.8%

8.1%

4.6%

2.1%

0.7%

0.2%

4.0%

7.1%

7.3%

3.9%

1.1%

0.2%

0.6%

8.4%

11.4%

15.6%

17.2%

13.4%

4.5%

0.4%

6.6%

8.1%

10.8%

12.3%

5.7%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40%

0%10%20%30%40%

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性（常勤職員） 男性（計） 女性（常勤職員） 女性（計）


